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１．本事業の概要 
 

（１）本事業の目的 

本事業では、順天堂大学のスポーツ資源を活かして、関係自治体とのコンソーシアムを形成し、障害者

スポーツ（パラスポーツ）を通して、共生社会への理解を深め、イベント等を実施し地域活性化し、まち・

ひとづくりに貢献することを目的とする。 

 

（２）本事業の計画内容 

①2 つのコンソーシアム 

本事業の実施主体となる順天堂大学スポーツ健康科学部は千葉県印西市にあり、同市と隣接する成田

市、佐倉市、酒々井町と連携し、スポーツ・健康に関する研究成果及び人的資源等を活用して、スポーツ

文化の発展、健康増進、介護予防等の多様な課題の解決に協力してきた。 

また、岩手県遠野市と愛知県東郷町との間においても、前述のようなスポーツ・健康に関する連携協定

の締結や、パラスポーツ体験会への協力等を実施してきた。 

本事業においては、これらの関係自治体との連携を基盤として、開始時に事業推進研究会を開催し、

「近隣自治体コンソーシアム」と「地方自治体コンソーシアム」を形成することとした。 

大学近隣自治体、関係機関・団体との連携を構築し、日常的に定期的な取組を行うことで、今まで築い

てきた協力関係をさらに強固にし、パラスポーツを市民に幅広く普及し、共生社会を推進することでま

ちづくりを長期的に直接支えていくものである。 

 

◆「近隣自治体コンソーシアム」 

大学近隣自治体、関係機関・団体との連携を構築し、日常的に定期的な取組を行うことで、今まで築い

てきた協力関係をさらに強固にし、パラスポーツを市民に幅広く普及し、共生社会を推進することでま

ちづくりを長期的に直接支えていくものである。 

対象自治体：千葉県成田市、印西市、佐倉市、酒々井町 

◆「地方自治体コンソーシアム」 

本学とは距離があり、頻繁に人的資源を直接的に届ける方法ではなく、ICT 等を活用し、オンラインで

の交流や様々な支援を合わせながら、自走化に向けた共生社会のまちづくりひとづくりを支えていく遠

隔型連携を目指していくものである。 

対象自治体：岩手県遠野市、愛知県東郷町 

 

しかし、千葉県佐倉市、愛知県東郷町については、本事業の取組について協議をしたが、新型コロナ感

染症の状況等も踏まえ、本事業における両自治体との取組は実施しないこととなった。 
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②各期の事業計画 

本事業を「触れる・楽しむフェーズ」「広げる・深めるフェーズ」「創るフェーズ」の 3 期に分け、段階

的に事業を展開し、共生社会への理解を深化、拡大していくこととした。 

 

各期の事業計画 

時期 テーマ 目的 内容・方法 

第 1期 触れる・ 

楽しむ 

フェーズ 

体験を通してパラスポーツへの

関心と認知度を高める 

 

各自治体においてボッチャを中心にパラスポ

ーツの体験会を実施する 

第 2期 広げる・ 

深める 

フェーズ 

パラスポーツへの継続的取り組

みを促進する 

パラスポーツへの理解を深める 

 

継続的に取り組みたい団体に対して、用具を

貸し出し、定期的に巡回し、技術支援をすると

ともに、チーム作りや多様なパラスポーツへの

理解推進を行う。 

共生社会への理解を深める 各団体での研修会や市民講座、大学の公開

講座、オープンキャンパス等を活用し、障害、

共生社会、バリアフリーに関する講演を開催す

る。 

第 3期 創る 

フェーズ 

取組の成果を広く発表するとと

もに、イベントを通して 

パラスポーツへの認知度を高め

る 

 

人々が集うまちなかでのチーム対抗ボッチャ

大会・競技用車いす走行体験などのイベントを

実施する。 

 

共生社会を担う人材を育成して

いく 

第 1 期～第 3 期への継続的な参加者に対し

て、「共生社会マスター」として認定する。 

 

 

 

本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響やその予防的措置、対応等を鑑み、各自治体と

協議・検討のうえ、計画段階で実施予定であったコンソーシアム形成の対象となる自治体との連携協力、

また、体験会、イベント等の実施においても、期日の変更や実施方法の変更等を余儀なくされた。 

具体的には、近隣自治体コンソーシアムを形成予定であった千葉県佐倉市、地方自治体コンソーシアム

を形成予定であった愛知県東郷町とは、本事業について連携協力は実施しないことが事業開始時に確認

された。 

また、感染拡大、収束の状況、緊急事態宣言の発出・延期等に合わせて、体験会等の実施方法、参加者

の募集方法等の制限、延期等の対応が求められ、事業計画通りの実施は極めて厳しい状況であった。 

以上のような状況を踏まえ、関係各機関と安全に最大限配慮をしつつ、できる限り、大学資源を活用し

た地域活性化という本事業の目的の達成を目指し取り組んだ各内容について、報告する。 
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２．順天堂スポーツ推進支援センターの取り組み 

 

（１）スポーツ分野の統括業務の実施状況について 

【順天堂スポーツ推進支援センターの位置づけ】 

本学では、従来から学内に運動部統括組織として「運動部運営委員会」を委員会として設置し、競技力

の向上はもちろんのこと、教育的な側面からも学生に対し健全なスポーツ支援活動を行ってきた。本事

業を契機として「運動部運営委員会」を発展的に改組し、スポーツ分野の全学的な統括部局「順天堂スポ

ーツ推進支援センター」（以下「センター」という。）を平成 29 年度に設置し、スポーツ推進やスポーツ

支援等の取組を一体的に推進するための体制を構築した。（図１）従来の運動部運営委員会は「順天堂ス

ポーツ推進センター運営委員会」と名称を変更し、本学が行ってきた運動部学生に対する教育的指導を

継承している。 

 

【センターの人員配置】 

 センターの人員配置は図１の通りで、センター長には、スポーツ健康科学部学部長の吉村雅文教授、副

センター長には、学生部部長の廣瀬伸良教授、スポーツ・アドミニストレーターには事業企画・実施の責

任者として中村充教授を配置した。また、推進支援を進めるにあたり、主任スタッフとして（企画・マー

ケティング・コア事業担当）スタッフを配置した。 

外部委員として NATABOC公認アスレティックトレーナー（ATC）の資格を持ち、ＮＣＡＡに精通してい

る鹿倉二郎客員教授を配置した。また、事業推進ユニットには日本ボッチャ協会の村上光輝強化指導部

長を配置した。 

 

【センターの活動】 

 センターの主な活動は以下の通りである。 

１、運動施設の管理 

２、リーダーシップトレーニング（コンプライアンス教育）の企画、運営 

３、入学前教育プログラムの企画、運営 

４、フォローアップカードの作成、依頼 

５、運動部指導者会総会の企画、運営 

６、マネージャー会議の企画、運営 

７、スポーツ競技に関する広報活動（クラブ活動報告書、ホームページ） 

８、運動部助成金の配分案作成 

９、各クラブに関する調査依頼 

１０、スポーツ奨学金に関する検討 

１１、スポーツ競技に秀でている区分に関する入学試験の検討、提案 

１２、規約の制定、改正等に関する検討 

１３、covid-19対策に関する検討、対応 

１４、その他 
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（２）大学スポーツ・アドミニストレーターの配置の状況について 

 

【大学スポーツ・アドミニストレーターに雇用した者に求めた資質・能力等】 

平成 29年度に順天堂スポーツ推進支援センターを設置し、総責任者のセンター長のガバナンスのもと、

事業開拓やブランド力向上等のスポーツ分野の取組を総合的にコーディネートする人材として、令和 2

年度は本学スポーツ健康科学研究科教授で順天堂スポーツ推進支援センター運営委員長の中村充をスポ

ーツ・アドミニストレーターとして配置した。 

大学スポーツ・アドミニストレーターに求めた資質・能力等は以下の７点である。 

  ①学内の部活動について精通し、支援、管理ができる者 

  ②社会的な課題を踏まえ、大学スポーツを通じた地域貢献、地域活性化の企画立案ができる者 

  ③学内外の組織との協働によって効果的に事業を展開できる者 

  ④収益力向上に向けた取組を企画立案し、資金調達のできる者 

  ⑤学生アスリートへの学修支援やキャリア形成支援の企画立案ができる者 

  ⑥カリキュラム整備を含めたスポーツ教育のコーディネートができる者 

  ⑦スポーツボランティアの育成と普及啓発活動が指揮できる者 

 

【大学スポーツ・アドミニストレーターが担っている役割・具体的に行った業務】 

本学のスポーツ・アドミニストレーターが担っている役割は、スポーツ推進支援センター運営委員会を

運営し、事業企画・実施の責任者として、スポーツ推進部門とスポーツ支援部門の企画、運営、実施状況

を把握し、指揮する役割を担っている。 

また、具体的に行った主な業務としては、以下の通りである。 

・周辺自治体と連携を強化し、スポーツ施設の地域開放をはじめ、研究成果及び人的資源等を活用して、

スポーツ文化の発展、健康増進、介護予防、共生社会の実現等、多様な課題解決に協力してきた事例

整理 

・大学内での順天堂スポーツ推進支援センターの組織体制整備および人的配置 

・順天堂スポーツ推進支援センターの活動の指揮 

・学外との連携体制の整備と強化 

・本学が取り組むべき課題や将来構想を推進する「SAKURA未来プロジェクト」との関係整備 

・スポーツ・アドミニストレーターに関する会議やシンポジウムに出席 

・covid-19 禍における各運動施設の施設使用基準の作成並びに各運動施設の使用再開ロードマップの作

成 
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３．大学のスポーツ資源を活用したコンソーシアムの形成等 

 

（１）近隣自治体コンソーシアム 

①千葉県成田市 

2020 年 9 月 19 日に第 3 回 NARITA スポーツツーリズム（会場：イオンモール成田）が開催され、本

学教員 2 名、事業支援スタッフ 2 名の計 4 名で、パラリンピック競技体験のイベントの視察し、成田市

シティプロモーション部スポーツ振興課オリンピック・パラリンピック推進室、イオンモール成田と今

後の地域活性化に資する取組について意見交換を行い、今後の取り組みについて連携、協力していくこ

とが確認された。 

 

②千葉県印西市 

2020 年 8 月に印西市企画財政部シティプロ―モーション課オリンピック・パラリンピック推進室との

間において、本事業の概要を説明し、趣旨について共有した。今後の実施事業の取組について意見交換を

行い、連携、協力していくことが確認された。 

 

③千葉県酒々井町 

2020 年 8 月に酒々井町教育委員会生涯学習課との間において、本事業の概要を説明し、趣旨について

共有した。今後の実施事業の取組について意見交換を行い、連携、協力していくことが確認された。 

 

（２）地方自治体コンソーシアム 

①岩手県遠野市 

2020 年 9 月 25 日に、順天堂大学スポーツ健康科学部と岩手県遠野市の間において、両者が連携・協

力して共生社会の形成を目指し、「スポーツを通した共生社会推進に関する連携協定」を締結した。 

当日はコロナウイルス感染症の影響により、順天堂大学さくらキャンパスと遠野市役所をオンライン

でつなぎ、本学スポーツ健康科学部学部長と遠野市長が以下の内容についての締結書に署名をし、連携

協定を結んだ。 

 

また、2020 年 10 月には本事業実施担当者が岩手県遠野市役所を訪問し、今後の両者の連携やパラス

ポーツを通したまちづくりについて遠野市長と懇談を行った。 
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連携協定書 

 

締結式出席者 

所 属 役 職 氏 名 

遠野市 

市長 本 田 敏 秋 

副市長 飛 内 雅 之 

市民センター所長 小 向 浩 人 

市民センター生涯学習スポーツ課長 高 橋 隆 悦 

市民センターパラリンピック推進室長 朝 倉 優 香 

順天堂大学 

スポーツ健康科学部学部長 吉 村 雅 文 

スポーツ健康科学部学部長補佐 青 木 和 浩 

さくらキャンパス学生課長 白 石 知 己 

スポーツ健康科学部先任准教授 渡 邉 貴 裕 

スポーツ健康科学部先任准教授 鈴 木 宏 哉 

スポーツ健康科学部准教授 渡      正 

スポーツ健康科学部講師 尾 高 邦 生 
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オンラインによる調印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新聞掲載記事（岩手日報） 
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プレスリリース・大学ホームページ及び SNS配信等 

９月２３日 順天堂 NEWS（ホームページ） 
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４．パラスポーツ体験会の実施 
 

（１）印西市 小学校体験会 

2020 年 11 月、2021 年 2 月 3 月に印西市企画財政部シティプロ―モーション課と共催し、市内小学校

5 校においてボッチャ、ゴールボール、シッティングバレーボールを内容としたパラスポーツ体験会を実

施した。 

9 日間、延べ 717 人の児童に対して、パラリンピックの概要、パラスポーツの特徴、共生社会について

て講義をしたのちに、実際に練習とゲームを実施した。 

各校の PTA 広報部による取材や各校のホームページへの掲載などを通して、地域住民に取組の内容と

成果を周知した。 

 

【ボッチャ体験会の概要】 

講演後の実技では、ボッチャのルール説明―練習―ゲームといった内容で実施した。 

体育館にラインテープで複数コートを作り、実際のコートの大きさで作成してしまうと小学生には広

すぎるため、実際より縮小したコートを設置した。工夫した点ではボッチャの「ぶつける」や「はじく」

等の特性を生かしたミニゲームを考え、ボールに触れながらルールを学ぶ機会を設けた。 

 また、ゲームを進めていく中で、どこに投げるのか、どのように投げるのか等についても児童同士で相

談しあう場面も見られ、コミュニケーションが活発になる様子も見られた。 

 事後には、この種目のおもしろさや難しさについても振り返りを行い、種目の特性への気づきを促す

とともに、「みんなが楽しめる種目」への視点についても振り返りを行った。 

 

【ゴールボール体験会の概要】 

 視覚に障害のある人向けに開発されたゴールボールについて、その種目の特性をスライドで説明する

とともに、「視覚に障害がある人も楽しめる」ためにはどのような工夫が必要かについても、児童とやり

とりを行った。 

 実技では、ボールを持たないで、聴覚をたよりに姿勢を移動することを体験した後、アイシェードを付

け、ボールを投げあったり、ボールを止めたりといったパス練習を行った。 

 その後ミニゲームとして、攻撃側が投げたボールを、守備側が音をたよりにガードするといった PK 形

式のゲームを行った。 

 体験中は、アイシェードを付けたことによって視覚が遮断され、不安を口にする児童もいたが、事後の

振り返りにでは、「目が見えない人の気持ちがわかった」といった視覚障害の理解につながる感想も見ら

れた。 

 

【シッティングバレー体験会の概要】 

 下肢に障害のある人向けに開発されたシッティングバレーボールについて、動画等を見ながらその特

性やルールについて解説した。 

 実技では、滞空時間の長い風船を使用し、ペアでのパス練習、円陣パス、3 対 3 のゲームを行った。 
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コートの大きさやネットの高さを調整し、座位で移動しての捕球やラリーの継続などを意識できるよう

にした。 

 事後では、「座位での移動」の難しさと座位でボールを打ち合うことの面白さの感想が聞かれ、身体障

害者への理解とバレーボールと比較してのパラスポーツの工夫についての気づきが得られたようであっ

た。 

 

印西市 小学校 パラスポーツ体験会実施一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 実施校 学年 人数 内容

2020年11月16日 印西市立西の原小学校 ４年生 76 ボッチャ

2020年11月17日 印西市立いには野小学校 ５年生 76 ボッチャ

2020年11月20日 印西市立いには野小学校 ６年生 88 ボッチャ

2021年2月9日 印西市立木刈小学校 ６年生 111 ボッチャ

2021年2月17日 印西市立西の原小学校 ３年生 83 ボッチャ

2021年2月22日 印西市立木下小学校 ４年生 46 ゴールボール

2021年2月26日 印西市立いには野小学校 ４年生 77 シッティングバレーボール

2021年3月2日 印西市立原小学校 5年生 97 ボッチャ

2021年3月5日 印西市立原小学校 5年生 63 ボッチャ
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印西市立いには野小学校体験会 

 

 

 

印西市立いには野小学校体験会 
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印西市立いには野小学校体験会 

 

 

 

印西市立いには野小学校体験会 
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印西市立木下小学校体験会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印西市立木下小学校体験会 
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印西市立木下小学校 学校だより 
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（２）印西市 福祉事業所オンライン体験会 

 

 2020 年 11 月に社会福祉法人印旛福祉会「ふれあいサポートセンターいんざい」において、ボッチャ

を初めて体験する精神障害がある成人利用者の方を対象に、オンラインでボッチャの体験会を行った。 

 当初は対面での実施を計画していたが、コロナ感染症の影響を受け、感染リスクを減らした方法を検

討し、オンラインでの開催となった。 

大学とふれあいサポートセンターいんざいをオンラインで繋ぎ、対象者はモニターに表示される進行

を受け、体験を行った。ふれあいサポートセンターには最小限の人数が大学から派遣し、体験会の現場の

撮影の補助や道具の準備などを行い、進行は全て大学から行った。 

体験会の内容は以下に示した動画コンテンツを大学側から配信し、説明資料としたほか、ゲームの様子

やボールの位置などをタブレット端末を用いて大学に中継し、大学側から評価やアドバイスをした。工

夫した点では、ゲームの結果を大学側で写真として表示して、写真に直接描き込みを行いながら解説し

たことにより、オンラインだからこそ可能な指導を展開することが出来た。また、タブレット端末やカメ

ラを複数台用意して中継することで、ゲームの様子だけではなく、参加者の反応等も見ながら進行をす

ることができた。参加者は非常に楽しんでいる様子が見受けられ、「またやりたい」等の意思表示が見ら

れた。 

ふれあいサポートセンター印西での体験会実施一覧 

 

 

動画コンテンツの内容 

動画①：準備動画 

・コートの設定（ラインテープを引き、コートづくり） 

・ボールの準備 

・チーム分け 

 

動画②：練習動画 

・紙を用いた練習 

・フラフープを用いた練習 

・ミニフープを用いた練習 

・ジャックボールを用いた練習 

 

動画③：ゲーム動画 

・ルールの説明 

・得点の数え方 

・投球順序の説明 

 

日にち 時間 方法 参加者 人数 内容

2020年11月4日 10:30-11:30 オンライン 精神障害がある成人利用者の方 20名程度 ボッチャ

2020年11月25日 10:30-11:30 オンライン 精神障害がある成人利用者の方 20名程度 ボッチャ
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社会福祉法人印旛福祉会リモート体験会 
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（３）遠野市立鱒沢小学校 パラスポーツ体験会 

 

2020 年 10 月 29 日に岩手県遠野市市民体育館において、遠野市立鱒沢小学校の児童 9 名を対象に、パ

ラスポーツに関する講演、ボッチャ・シッティングバレーボールの体験会を実施した。 

 児童は事前にパラスポーツについての調べ学習を行なっており、そのうえでのパラリンピックやパラ

スポーツに関する質疑応答が活発になされた。 

 また、実技では、今回初めて知った知識やルールを上手に活用して体験を楽しんでいた。ボッチャで

は、車いすに座っての投球や「ランプ」という傾斜のついた道具を使ってボールを転がすということも体

験し、様々な障害のある人でも体験できるスポーツ種目であるということを理解していた。 

 シッティングバレーボールでは、座位での移動や風船を用いてのパスやゲームなど、動作に制約があ

る中での球技の経験を通して、パラスポーツへの理解を深めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鱒沢小学校 講演の様子 
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鱒沢小学校 パラスポーツ体験会 活動内容 

8:00 

 

準備開始 

・機器接続、コート準備、道具確認 

武道ホール 

・BC：正式コート１、ミニコート３ 

9:00 児童到着 武道ホールへ。 

以下すべての活動を武道ホールで実施 

9:10 

（15 分間） 

開会 

座学(1)【知識編】 

・ボッチャ、シッティングバレーボールの 

基礎＆発展的知識（ルール、得点方法、コー

ト、道具など） 

・座学だが体験・活動を組み合わせる 

・プロジェクター、スクリーン 

・PC 

・BC,SV の各用具 

・ワークシート 

9:25-10:05 

（40 分間） 

 

実技(1)【ボッチャ】 

① 練習 

・2 人 1 組で１人はアシスタント役になって

ボールを投げる 

・３コート用意し、コート毎で投げ方を変えて

色々な投げ方を体験してみる 

② 試合 

・２人１組のペア戦 ２エンド 

・5 人対 5 人のチーム戦 

遠野市準備物 

・ボッチャボール  

・ランプ 

・車いす(椅子でも可) 

・メジャー 

・ラインテープ 

順大準備物 

・ミニフープ 

10:05-10:15 

（10 分間） 

休憩 換気 水分補給 トイレ 

10:15-10:55 

（40 分間） 

 

実技(2)【シッティングバレーボール】 

① （５分）シッティングバレーボールの概要 

本時の目標の確認 

② (10 分)足と手での移動練習 

③ (15 分)ボール（風船）を使った動き 

    二人組でキャッチボール(5 分)  

        二人組で打ち合い(5 分) 

        円陣バレー(5 分) 

④ (10 分)ネットを使ったゲーム 

※適宜施設管理サービス職員の方にも

入っていただく 

 

コートの端と端を往復 

 

 

 

 

実際にネットを挟んで相手とボールを

繋ぐ 

11:00-11:15 

（15 分間） 

座学(2)【クイズ編】 

・パラリンピック、パラ種目、BC、SV に関す

る〇×クイズ 

・〇×カード（順大） 

11:30 児童出発  
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鱒沢小学校 ボッチャ体験の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鱒沢小学校 ランプ使用の様子 
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鱒沢小学校 シッティングバレーボールの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鱒沢小学校 シッティングバレーボールの様子 
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鱒沢小学校 児童の感想（児童名は伏せてあります） 
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（４）酒々井町 パラスポーツ体験会 

   

千葉県酒々井町においても酒々井町教育委員会生涯学習課と連携し、町民の障害者スポーツへの興味・

関心を高め、障害者スポーツの持つスポーツ・文化・教育的価値を学び・実感することを目的として、パ

ラスポーツ体験会を実施する予定であった。 

当初、2020 年 8 月開催を予定していたが、コロナ感染症の影響により延期し、2021 年 1 月に実施予

定であったが、緊急事態宣言の発出の影響により町と協議のうえ、中止とした。 

 

 

実施概要 

■期日：令和 3年 1月 5日（火）、1月 6日（水） 

■時間：10:00-12:00 

■会場：1/5 酒々井小学校体育館 1/6大室台小学校体育館 

■参加者：各校の希望者最大 30名 小 4～小 6 

■内容： 

①講義 

②体験 ボッチャ 

③体験 シッティングバレーボール 
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酒々井町 体験会募集チラシ 
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５．まちなかパラフェスの開催 
 

（１）「まちなかパラフェス」の概要と目的 

各自治体において、支援してきたチームと一般市民を加えたボッチャの対抗戦を開催し、成果の発表の

場とするとともに、人の集まる「まちなか」で開催することにより、多くの市民の目に触れる機会となり、

経済の活性化や地域活性化に資することもねらいとする。 

あわせて、ゴールボールやシッティングバレーボールなどの他のパラスポーツ体験会を開催したり、車

いすマラソンや車いすバスケットボール用の競技用車いすを用意し乗車体験をするほか、一般の車いす

を利用し、まちなかのバリアフリー状況を体験するなど、共生社会理解促進の場とする。 

 

 

（２）岩手県遠野市「共生社会フォーラム in とおの」 

2021 年 1 月 31 日に「共生社会フォーラム in とおの」において、岩手県遠野市における「まちなかパ

ラフェス」として、共生社会に関する講演に加え、一般市民向けのボッチャやアンプティサッカー、シッ

ティングバレーボールなどを実施する予定であった。2020 年 10 月の体験会に参加した小学生にも参加

を呼び掛け、成果発表の場として考えていたが、コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発出に

より、イベントの内容が変更になり、パラスポーツ体験の一部が中止となった。また、講演についても人

数を制限し、本学からリモートによる実施となった。 

 

実施内容：講演 

演題：「パラリンピックを契機に考える共生社会」 

講師：順天堂大学スポーツ健康科学部 准教授 渡 正 
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共生社会フォーラム 告知チラシ 
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共生社会フォーラム in とおのにおける講演の内容 
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共生社会フォーラム in とおのにおける講演の内容 
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（３）千葉県成田市 まちなかパラフェス 

2021 年 2 月 20 日にイオンモール成田において、千葉県成田市における「まちなかパラフェス」を開

催した。 

 イオンモール成田を訪れたお客様を対象に、ボッチャの体験会を実施した。日本ボッチャ協会より提

供された競技説明動画や競技の魅力発信動画を大型モニターで放映し、来場者にボッチャ競技の魅力を

発信した。さらに成田市作成のパラリンピックホストタウン関係の成田市の取り組みを紹介したパネル

も掲出し、市民への情報発信の機会とした。 

 ボッチャ体験には、幼児から高齢者まで幅広い年代の方が参加し、ボッチャのルール説明の後、ミニゲ

ームを行った。来場者同士でのゲームを行うなどしながら 70 名ほどの来場者が体験をした。 

 会場には、車いすバスケットボールに使用される車いすやゴールボールのボールとアイシェード等も

展示し、参加者が触れたり試乗したりする様子も見られ、多様なパラスポーツへの関心を高めることに

つながったと考える。 

 体験後のアンケートでは、下記のように、ほとんどの参加者から「楽しかった」との回答を得ることが

できた。また、ボッチャ競技について、「（高齢者や障害者など）誰でもできそうなスポーツだと思う」と

回答した人８７％に上った。 

 ボッチャについて体験前に質問すると、「見たことはあるが、やったことがない」と答える参加者が多

くみられた。事後のアンケートからも、体験を通して、この競技が多様な人にとって取組みやすいという

理解につながったと考えられることから、このような気軽に体験できる機会を設定することで、パラス

ポーツへの理解や共生社会の理解に訴求することができるのではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボッチャ体験の感想 ボッチャの多様性への可能性について 
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イオンモール成田 イベント告知チラシ 
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会場風景 

 

 

 

 

ボッチャ体験の様子 
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ボッチャ体験の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボッチャ体験の様子 
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６．共生社会マスター認定への取組み 
 

（１）目的と実施方法 

 地域における共生社会やパラスポーツ推進のため、パラスポーツ体験会やイベントを運営し、スポー

ツを通した共生社会の実現に寄与する担い手を育成することを目的として、「共生社会マスター」資格を

設定し、本事業の各取組みに積極的に参加した人を表彰・認定する事業を実施した。 

 当初の計画では「体験会の参加、共生社会理解講座（オンライン含む）への出席、チーム支援への協力、

まちなかパラフェスへの参加を通して、①多様性と共生社会のあり方、②ユニバーサルデザインとバリ

アフリー、③障害の理解、④各種競技の理解、⑤スポーツやパラリンピックの価値、⑥スポーツやバリア

フリーのまちづくり、についての理解を深め、スタンプラリー形式として認定する」としていたが、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、対面での講座開催やスタンプラリー形式で、カリキュラム

習得を目指す方式は不可能と判断し、本事業のうち、講座の受講部分を原則オンラインで実施し、課題の

提出をもって認定することとした。 

共生社会マスター認定までのフローを次のように設定した。 

①共生社会マスターコア科目の視聴 

②共生社会マスターアドバンス科目（6 科目）の視聴 

③それぞれの科目についての課題の提出（オンライン）、 

④課題の提出と内容の確認 

⑤認定 

認定者に対しては、独自に作成したピンバッジと認定証を授与することとした。 
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（２）内容 

共生社会マスター認定のための各テーマを「共生社会の理解」「障害の理解」「障害者スポーツの理解」

「競技の理解」「イベントマネジメント」「指導方法」の 6 領域に設定した。このテーマの設定について

は、パラリンピック教育をめぐる諸先行研究の検討と、事業担当者内でのディスカッションをもとに妥

当と思われる内容として決定した。 

受講科目については、受講者に最初に学んでほしい内容を集めたコア科目とその後の発展的内容を含

むアドバンス科目に分類した。コア科目では「インクルーシブ社会」「障害のモデル」「パラリンピック」

「クラス分け」という内容を含む内容とした。 

アドバンス科目についてはそれぞれのテーマについてコア科目の内容を踏まえいくつかのサブテーマ

を設定し、より深い学習を行えるようスライド（動画）を作成した。ただし、イベントマネジメント・指

導方法に対応するコア科目は設定していない。 

本事業については、社会的状況によって積極的な運営ができず、本年度の共生社会マスターの認定を行

えなかったが、認定のためのフローは作成されているため、来年度以降は順天堂大学のホームページや

公開講座などで活用し、地域の共生社会の実現に向けた貢献を進めていく予定である。 
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科目内容の一例 
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科目内容の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定証とピンバッジ 
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７．本事業の総括 

 

 本事業においては、本学のスポーツ資源を活かして、関係自治体との連携しながら、パラスポーツを通

して共生社会への理解を深め、まち・ひとづくりに貢献することを目的とした。 

 令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツ活動も含めたイベント開催の自粛・

制限やソーシャルディスタンスに配慮しながらの社会活動が求められた。 

 本事業においても、当初計画していた事業内容やその方法について、大幅な変更を余儀なくされ、計画

通りに遂行できたとは言い難い状況であった。 

 しかし、そのようの状況下においても、関係自治体の協力の下、コンソーシアムを形成し、感染症予防

に十分に配慮しながら、可能な範囲での体験会等を実施してきた。体験をした参加者は幼児から高齢者

まで幅広い世代であり、感想等からそれぞれの年齢に応じたパラスポーツの理解を深めていったと考え

る。 

  

 また本事業では、感染症対策として、実際に対面で行うこと難しいケースもあったことから、実施場所

をオンラインでつなぎ、リモートによる体験会や講演などの新たな方法に取り組んだ。ICT 環境の整備

などの課題も見られるが、今後の活動の新たな可能性ととらえて、コンテンツ等の開発にあたりたい。 

 

各自治体からも、取り組みへの高い評価を得るとともに、次年度以降も連携して取り組んでいきたいと

の依頼もあった。今年度十分に実施できなかった内容も踏まえ、さらなる共生社会の理解をめざし、地域

活性化に資する今後の取組みとしたい。 

 

 

 

 本事業実施について、ご指導、ご理解、ご協力をいただきましたスポーツ庁、各自治体、関係機関の皆

様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


